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１ 目 的 

日高管内の児童生徒を対象に、いじめ等の防止に向けて協議等を行う場

面を設定することにより、児童生徒等が他校の取組や児童生徒の考えに触

れ、自校で取り組む内容の工夫改善を図るなど、いじめの防止に向け、児

童生徒が、自主的な活動を推進する絆づくりの教育活動の充実を図る。 

２ 主 催 
  北海道教育委員会（主管 北海道教育庁日高教育局） 
３ 日 時 

令和５年（2023 年）11 月 22 日（水）14 時 00 分～15 時 30 分 

４ 場 所 

・配信元：北海道静内高等学校（日高郡新ひだか町静内ときわ町１丁目１番１号） 
・配信先：参加者の各所属先 
※各会場を Zoom により接続する。 

５ 参加対象者 

・日高管内の小学校、中学校、高等学校に在籍する児童・生徒 

・参加児童・生徒が在籍する学校の教員及び保護者 

・関係町教育委員会職員 

６ 内 容 
  協議 

(1) 協議テーマ：「みんなが『いじめはどんな理由があっても許されない』 

と思うために、どうしたらよいか考えよう。」 

(2) 協議Ⅰ：「『いじめはどんな理由があっても許されない』ことにつ
いて、『そう思わない』と考えるのはなぜだろうか。」 

 (3) 協議Ⅱ：「みんなが『いじめはどんな理由があっても許されない』と 

思うために、私たちにできることは何だろうか。」 

報道に当たってのお願い  

担  当 

北海道教育庁日高教育局 
教 育 支 援 課 長 鈴 木   毅（TEL：0146-22-9490） 

高等学校教育指導班主査 佐 藤 英 明（TEL：0146-22-9494） 

 



 

 

令和５年度（2023 年度）日高管内どさんこ☆子ども地区会議開催要項 

 

１ 目的 

日高管内の児童生徒を対象にいじめ（ネットトラブルを含む）の防止に向けて協議等を行う場面 

を設定することにより、児童生徒等が他校の取組や児童生徒の考えに触れ、自校で取り組む内容の 

工夫改善を図るなど、いじめの防止に向け児童生徒が自主的な活動を推進する絆づくりの教育活動 

の充実に資する。 

 

２ 主催 

  北海道教育委員会 

 

３ 主管 

  北海道教育庁日高教育局 

 

４ 日時 

令和５年（2023 年）11 月 22 日（水）14:00～15:30 

 

５ 会場 

配信元：北海道静内高等学校（日高郡新ひだか町静内ときわ町１丁目１番１号 ℡0146-42-1075） 

配信先：参加者の各所属先 

※Zoom により接続して実施する。 

 

６ 参加者 

 (1) 日高管内の小学校、中学校、高等学校に在籍する児童・生徒 

(2) 参加児童・生徒が在籍する学校の教員及び保護者 

(3) 関係町教育委員会職員 

 

７ 日程及び内容 

13:30  14:00   14:10                   14:45             15:15     15:30 
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付 

開 

会 
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【説明】 

・今年度会議の趣旨及びテーマに 

係る説明 

＜テーマ＞ 

みんなが「いじめはどんな理由が 

あっても許されない」と思うために、

どうしたらよいか考えよう。 

【協議Ⅰ】 

「いじめはどんな理由があっても

許されない」ことについて、「そう

思わない」と考えるのはなぜだろう

か。 

【協議Ⅱ】 

  みんなが「いじめはどん

な理由があっても許され

ない」と思うために、私た

ちにできることは何だろ

うか。 

・グループ協議 

・全体協議 

・まとめ 

 

閉 
 

会 
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ま 
 

と 
 

め 

 

 


